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大阪歯科大学学則 新旧対照表 

新 旧 

 

 （歯学部への編入学） 

第２１条 次の各号の一に該当する者で、歯学部

への編入学を志願する者があるときは、選考の

上、主任教授会の意見を聴き、学長が編入学を

許可することがある。 

 

 （医療保健学部への編入学） 

第２１条の２ 次の各号の一に該当する者で、医

療保健学部へ編入学を志願する者があるとき

は、選考の上、教授会の意見を聴き、学長が編

入学を許可することがある。 

 (1) 歯科衛生士又は歯科技工士を養成する短

期大学を卒業した者 

 (2) 次の要件のすべてを満たす歯科衛生士又

は歯科技工士を養成する専修学校の専門課

程を修了した者 

  ア 修業年限が 2年以上であること。 

  イ 課程の修了に必要な総授業時間数が、

1700時間以上であること。 

  ウ 試験等により成績評価を行っているこ

と。 

2  前項の規定による入学の時期は、原則として

第 3学年の初めとする。 

3  第1項の規定により入学した者の既に修得し

た授業科目及び単位数の取扱い並びに在学す

べき年数については、教授会の意見を聴き、学

長が決定する。 

 

 （在学保証書） 

第２６条 本学に入学するに当たっては、保護者

及び保証人それぞれ1名の連署による在学保証

書を提出するものとする。 

2  前項の保証人は、独立の生計を営む成年者

で、学生の身上に関して責任を負うものとす

る。 

 

 （卒業） 

第３６条 本学に、歯学部にあっては6年以上（第

21条の規定により編入学した者は 5年以上）、

医療保健学部にあっては 4年以上（第 21条の 2

の規定により編入学した者は 2年以上）在学し

て所定の単位を修得し、卒業要件を満たす者

は、学長が卒業を認定する。 

 

 （編入学） 

第２１条 次の各号の一に該当する者で、編入学

を志願する者があるときは、選考の上、主任教

授会の意見を聴き、学長が編入学を許可するこ

とがある。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （保証人） 

第２６条 本学に入学するに当たっては、保証人

2名を必要とする。 

 

2  前項の保証人は、独立の生計を営む成年者

で、学生の身上に関して一切の責任を負うもの

とする。 

 

 （卒業） 

第３６条 本学に、歯学部にあっては6年以上（第

21条の規定により編入学した者は 5年以上）、

医療保健学部にあっては4年以上在学して所定

の単位を修得し、卒業要件を満たす者は、学長

が卒業を認定する。 
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   第１８章 雑則 

 （定型約款） 

第６１条 この学則及び本学が定めるその他の

諸規則（以下「学則等」という。）を民法第 3

編第 2章第 1節第 5款で定める定型約款とみな

す。 

2  前項の規定により定型約款とみなす学則等

は、民法第 548条の 4の規定により、変更する

ことがある。 

3  前項の規定により変更する場合には、学則等

を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期

を本学ホームページに掲載する等の方法によ

り周知する。 

 

 

   附 則 

35 2020（令和 2）年 7月 30日 一部改正 

36 2020（令和 2）年 12月 1日 一部改正 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則  

35 2020（令和 2）年 7月 30日 一部改正 

（新設） 

 


